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2019 年 10 月 1 日から軽減税率がスタート 

2019 年 10 月 1 日より、消費税を現在の 8％から 10％へ引き上げられます。同時に特定の品目

の課税率を他の品目に比べて低く定めること「軽減税率制度」といい、税率は 8 パーセントのまま

据え置かれることになっています。日本が軽減税率を導入することにより何が変わるのかといいま

すと消費者のライフスタイルはもちろん、小売サービス業・飲食業の店舗運営も大きく変わること

になります。店舗側は、スタッフの教育やシステムの準備などが必要になってくるのです。導入が

始まって混乱しないように軽減税率について今から対策しておく必要があります。 

軽減税率が対象になる品目は大きく 2 種類です。「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」

を除く飲料食品、定期購読契約をした新聞（週 2 回以上発行）となります。 

外食かどうかの線引きがわかりづらく、家に持ち帰って食べるかどうかを判断基準にすると良いで

しょう。 

 

海外の軽減税率事情 

日本では初めての導入となる軽減税率ですが、海外では一足早く導入されています。 

EU 加盟国である 28 カ国のうち、実に 21 カ国が軽減税率を導入し、味派では中国・韓国が導入し

ています。 

イギリスでは、税率 20％に対し、食料品・水道水・新聞雑誌・書籍・国内旅客輸送・医療品・居

住用建物の建築・障害者用機器等は税率０％となっておおります。温かいお持ち帰り商品は 20％

の標準税率ですが、スーパーのお惣菜等冷たい商品の税率は 0％。アフタヌーンティーによく食べ

るケーキ・ビスケットは税率 0％となっています。 



ドイツでは、税率 19％に対し、食料品・水道水・新聞雑誌・書籍・旅客輸送・宿泊施設の利用等

は軽減税率 7％。日本と同じように店内飲食用かお持ち帰り用かで税率が異なります。テイクアウ

トすると「食料品」扱いで軽減税率 7％が適用されます。 

フランスの軽減税率は細かく決められています。税率 19.6％に対し、旅客輸送・肥料・宿泊施設

の利用・外食サービス等は 7％の税率、書籍や食料品は 5.5％の軽減税率を適用しています。食品

の中でも贅沢品や輸入物については標準税率になっています。軽減税率の導入は生活への影響を配

慮するだけでなく、国内産業を保護する目的もあるなど国によって導入する品目は様々です。 

 

軽減税率を導入して住宅産業界は何が変わる？ 

すまい給付金の対象条件が拡大され、これまで給付基礎額が最大 30 万円から最大 50 万円まで

に引き上げられます。また、775 万円以下の収入の方まで給付金の対象条件が引き上がります 

 



 


